
 警察庁訓令第 15 号

　少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令の一部を改正

 する訓令を次のように定める。

 　　令和７年 10 月１日

 警察庁長官　楠　芳伸　　

少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令の一部を

 改正する訓令

　少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令（平成 19 年

 警察庁訓令第 12 号）の一部を次のように改正する。

別紙の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に傍線

を付した規定（以下「対象規定」という。）は当該対象規定を改正後欄に掲げる

 もののように改める。

 　　附　則

 （施行期日）

 １　この訓令は、令和７年 10 月１日から施行する。

 （経過措置）

２　この訓令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみ

 なす。

３　旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが

 できる。



別紙 

　少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定める訓令（平成 19 年警察庁訓令第 12 号） 

　 改 正 後 　 　 改 正 前 　

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


